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Ⅰ　背景
我が国の女性の健康政策は、「女性は妊娠や出産をする可能性があり、ライフサイクルを通じて男性とは異なる健
康上の問題に直面する」という前提に立ち、男女共同参画社会の実現に向けて推進されてきた。2018 年は就労女
性と女性の健康に関する機運が特に高まった年であり、それ以降、月経管理や妊娠・出産に関する支援を中心に
急速に政策が進展している。一方で、更年期の健康課題に関する社会の認知や理解、対策は未だ十分とは言えず、
45 歳～ 55 歳前後の女性にとって深刻な課題となっている。

2022 年に厚生労働省が実施した更年期に関する初の実態調査（更年期症状・障害に関する意識調査）では、市民
の 8 ～ 9 割程度が更年期の知識を持たず、更年期治療を目的とした医療機関への受診経験が無いことなどが明ら
かになった。更年期特有の症状は生活の質（QOL: Quality of Life）を著しく低下させるだけでなく、3 年間で女
性の約 46 万人が就労を諦めざるを得ない状況に追い込まれているとされる。離職に至らなくとも、年齢や性に対
する偏見や理解不足により、職場で更年期を話題にしづらい実態がある。また、体調不良を言い出せないままパ
フォーマンスを発揮できず、評価の低下といった悪影響を受けているという報告もある。2024 年に公表された経
済産業省の試算によれば、女性特有の健康課題における社会全体の経済損失のうち、更年期症状による損失はその
半分以上を占める約 1.9 兆円とされており 1、影響の重大性がうかがえる。社会における女性の活躍への期待は高
まる一方であり、「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2023」では、東証プライム上場企業における女性役員比
率目標を 30％以上とすることが盛り込まれるなど、社会や職場において重要な役割を担う役員世代でもある更年
期の女性の健康課題は看過できない問題となっている。

前述の状況を踏まえ、日本医療政策機構では 2023 年度、更年期対策の強化に向けた当事者の声の収集、産官学
民専門家会合の開催、国内外の先進事例調査を実施した。これらを通じて課題を同定し、今後必要とされる対策に
ついて「産官学民で考える社会課題としての更年期女性の健康推進政策提言書」に取りまとめた。

2024 年度は、職場における更年期対策推進およびさらなる国や地方自治体での政策推進を目指し、「就労女性の
更年期対策」に論点を絞ったラウンドテーブル・ディスカッション（以下、本会合）を 2024 年 11 月に開催した。
本会合では、更年期対策および女性の健康推進に課題意識を持っている、もしくは既に施策を推進している企業・
行政機関、医療機関の経営層や管理職および、 アカデミア・医療の専門家を参集した。本議論は、 日本医療政策機
構が 2023 年の活動を通じて分析した、更年期対策を職場で推進する際に必要な 5 つの視点「1. 調査」、「2. 教育・
啓発」、「3. 環境」、「4. 産業保健」、「5. 地域・社会」に基づいて進めた。また、可能な限り実装可能かつ事業者の
実践に繋がりやすい施策の提案を目指した検討をおこなった。各視点における課題と方策を以下Ⅱエグゼクティブ
サマリ、Ⅲ論点整理詳細に取りまとめる。

1　経済産業省「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」https://www.meti.go.jp/policy/
mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf （アクセス日：2025 年 4 月 14 日）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index_00009.html
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/sokushin/jyuten2023_honbun.pdf
https://hgpi.org/research/wh-20240731.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf
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Ⅱ　エグゼクティブサマリ
職場での更年期対策には、課題を捉えるための現状の実態把握を目的とした「視点 1 調査」、当事者、経営層、管理職、
全従業員を対象とした「視点 2 教育・啓発」、対策推進を可能とする雰囲気作りや制度構築を目指す「視点 3 環境」、
労働安全衛生法の枠組みからの健康増進へのアプローチを行う「視点 4 産業保健」、そして事業所内で完結するの
ではなく地域、社会が一体となった対策や理解の必要性を指す「視点 5 地域・社会」それぞれの視点からの推進
や実行が不可欠である。一方で、更年期対策に含めるべき内容が明らかになりつつあるものの、組織規模や業態、
投資可能な資金、人員等、組織ごとに事情は異なるため、対策実装へのハードルは依然として高く、対策の均てん
化に向けては様々な課題が山積している。本会合では、多様な業種や規模の事業者と共に、互いの組織の特徴や差
異を踏まえながら議論を行った。以下、議論から抽出された論点を中心に、更年期対策に向けた課題とその解決策
を整理する。「表 1: 事業者の更年期対策に必要な 5 つの視点および推進の上での課題と解決策（サマリ）」は、「Ⅲ
論点整理詳細」で述べる詳細の概要である。
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表 1: 事業者の更年期対策に必要な 5つの視点および推進の上での課題と解決策（サマリ）
日本医療政策機構作成

事業者の更年期
対策推進に必要
な 5つの視点

1. 調査 2. 教育・啓発 3. 環境 4. 産業保健 5. 地域・社会

5つの視点の詳細
ToDo

実施すべきこと
背 景

この視点を取り
上げた理由

ToDo 当事者ニー
ズ、実態把握

背 景 更年期対策
を検討する際の最初
のステップとして、
業種や働き方の特徴
を踏まえた、各職場
における女性従業員
のニーズや声に基づ
いた実態把握が必要

ToDo 全従業員を
対象とした質の高い
教育機会の提供や啓
発

背 景  更年期対策
の推進には全従業員
の理解を得ることが
必要

ToDo 当事者の持
続的な勤務を可能と
する制度構築、リー
ダーを含む全従業員
の教育機会

背 景  更年期対策
を浸透させ、当事者
が安心して制度を活
用したり他従業員に
不調を相談できるよ
うにするためには、
周囲が理解し、許容
する組織文化を醸成
する雰囲気・環境作
りが必要

ToDo 産業保健の
更年期へのコミット
メント、制度構築（健
診や相談窓口設置を
通じた医療機関受診
勧奨や生活・就労へ
の助言等）

背 景  当事者がそ
の人らしく働き続け
られるよう、産業医・
産業看護職による専
門的な見地から当事
者支援や事業者との
連携・調整が必要

ToDo 社会全体で
の理解促進、地域連
携

背 景  更年期課題
を抱える女性は就労
女性としての立場の
みならず、家族や地
域の一員であること
を踏まえ、事業所内
に留まらず世代を超
えて地域・社会の認
識向上、政策推進を
含めた対策が必要

推進する上での
課題

資源不足、負担大
• 新規に調査票を作
成し、当事者の声
を収集し、結果を
分析するのは事業
者の負担が大きい

• 特に中小規模組織
では独自に調査を
実施するハードル
が高い

資源不足、負担大
• 事業者が独自に、
質が十分に担保さ
れた教育・啓発の
資料やプログラム
を開発することは
容易ではない

当事者・周囲の
抵抗感
• 更年期を話題にす
ることへの当事者
の抵抗感や、周囲
も当事者に対して
どのように配慮す
べきかわからない

経営層の無関心
• 環境作りには経営
層のリーダーシッ
プ、コミットメン
トが重要であるが、
理解を得づらい

優先度の低さ
• 産業保健はその成
立経緯から、過重
労働対策や労働災
害防止対策といっ
た「安全確保」を
中心としており、
女性の健康を含む
健康促進への優先
度は相対的に低く、
好事例や対策が均
てん化していない

中小規模組織への
対策の限界
• 労働安全衛生法に規
定のとおり事業者規
模によっては産業
医、産業看護職が常
駐していない

地域連携の不足
• 地域において健康
対策を推進する上
で常時、事業者、
自治体、地域医療
機関間の連携体制
が構築できている
ケースは対象の疾
患にもよるが一般
的でなく、更年期
対策においてはほ
とんど見られない

課題解決策の
ための方策

資源不足、負担大
への対策
• 厚生労働省やアカ
デミア等の公的な
組織が作成した調
査結果参照

• 他組織が開発した
既存の調査、ツー
ルを活用した実態
把握

• 健診制度を活用し
た実態把握

資源不足、負担大
への対策
• 公的機関等が発信
する既存の資材の
活用

• 内部の既存情報共
有ツールを用いた
情報発信・共有

当事者・周囲の
抵抗感の緩和
• 女性経営層・管理
職の教育・啓発と
職場の相談役とし
ての役割の発揮

• 経営層のリーダー
シップによる D&I
推進

• 当事者の思いや周
囲の抵抗感に配慮
した職場対話ツー
ルの導入

• 更年期のみならず全
ての人が働きやすい
勤務環境整備、利用
しやすい制度の構築

経営層の啓発
• 国による認証制度
等の活用

• 女性の健康推進を
含む健康経営、働
きやすい環境整備
が、企業のブラン
ド価値向上、人材
確保、企業成長と
関連していること
の理解促進

優先度の向上・
対策強化・横展開
• 女性の社会進出を背
景に就労女性の健康
対策の必要性を後押
しするエビデンスの
創出と浸透

• 国による健康経営
促進

• 産業保健の専門家
と事業者（人事・
総務部門）の連携
強化による支援体
制の充実や、事業
所周辺婦人科医リ
ストの作成・周知
等、好事例を学会
内、事業者間、業
界団体等で展開・
共有

地域連携の構築・
強化
• 国や自治体による
事業者、医療機関、
保険者、職能団体
等、地域一体となっ
た女性の健康・更
年期対策、政策推
進

• 従業員・住民の健
康増進、ヘルシー
シティ実現を目的
に中小規模事業者
が地域医療と常時
連携
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Ⅲ　論点整理詳細
視点 1　調査
更年期対策を効果的に進めるためには、各職場の業種や働き方（事務職、立ち仕事、離席しづらい環境、夜勤）等
の特徴を踏まえた女性の声に基づく実態把握が不可欠だが、特に中小規模組織では独自に調査を実施するハードル
が高い。そのため、既に開発されている調査票や解析テンプレートの汎用化と普及が行われるべきである。それら
を用いても職場での独自調査が困難な場合、公的機関等による大規模調査を通じた一般的な傾向の把握を行うこと
が推奨される。また、一般健康診断の機会を活用した課題把握も一つの手段として検討できる。

▶ 既存の調査ツールを活用した実態把握
更年期対策の検討には、職務内容や環境に基づいた当事者を取り巻く更年期課題の実態把握が重要である。一方
で、新たに調査票を作成し、当事者の声を収集し、結果を分析するのは事業者の負担が大きい。そのため、既に
他社や行政機関、アカデミア等が開発した調査票やツールを参照、活用した実態把握が望まれる。例えば、東京
大学が開発した SPQ（Single-Item Presenteeism Question 東大 1 項目版）を活用しプレゼンティーイズムを
簡便に測定している事例や、ビジネスチャットの掲示板機能を活用した社員の声の収集事例もある。組織規模を
問わず、誰もがアクセスしやすい汎用性の高い調査票の開発や分析ツールの頒布がさらに行われるべきである。

▶ 公的な調査結果の活用
日本医療政策機構による「働く女性の健康増進に関する調査 2018」や厚生労働省による「更年期症状・障
害に関する意識調査」等、既存の公的な調査結果を活用して職場での更年期対策を検討することは、現実的
な選択肢の一つである。そのため、今後このような調査の実施および結果の社会発信が継続的に望まれる。

▶ 労働安全衛生法に基づく制度の活用
更年期症状には精神的な症状も含まれる。そのため、事業者による項目追加を可能とする労働安全衛生法の
第 66 条の 10 項に基づくストレスチェックの自由項目へ、更年期症状を問う設問を追加し、従業員の更年期
に関する実態把握を行うことも選択肢の一つである。
• 現在（2025 年 4 月）、厚生労働省「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」

において、更年期症状に関する問診の追加が議論されている。仮に本設問が健康診断の問診票へ追加さ
れた場合、職域被保険者から更年期リスクの高い女性をより広く拾い上げ、より多くの女性に適切な介
入方法を提案できる。さらに、検討会では事業者への開示について本人承諾の有無を条件にするかどう
かが一つの論点になっているが、仮に事業者 2 が本設問への回答を把握可能となった場合にはより包括的
な実態把握が可能となり、施策にも繋がりやすいと考えられる。

視点 2 　教育・啓発
更年期教育・啓発には、エビデンスに基づいた質の高いコンテンツとそれを広める効果的な取り組みが不可欠であ
る。一方で、事業者が更年期対策に投入できる財的、時間的、人的資源には制約があるため、独自に教育・啓発の
資料やプログラムを開発することは容易ではない。そこで、既存の公的機関等信頼のおける組織が発信している教
育資材、一部自治体ではじまっている事業者向け更年期対策制度の活用が推奨される。さらに、教育・啓発活動を
進める過程で、事業場内の従業員が参画することで、各事業場に適した教育・啓発活動の推進が期待される。そし
て、外部の既存の資材や取り組みを参考し、活用できるよう、職場内の体制の整備と、取り組みを推進するための
リーダーシップが求められる。

2　法人であれば当該法人、個人企業であれば事業経営者を指す 
参考）厚生労働省・中央労働災害防止協会「ビルメンテナンス業におけるリスクアセスメントマニュアル」,7p https://
www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/081001-1.html （アクセス日：2025 年 3 月 27 日）

https://spq.ifi.u-tokyo.ac.jp/
https://hgpi.org/research/809.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index_00009.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index_00009.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36255.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/081001-1.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/081001-1.html
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▶ 公的機関や事業者等が発信する既存の外部リソースの活用と教育資材の質の確保
効果的な更年期教育・啓発には、エビデンスに基づいた質の高い資材の利用が望まれる。しかし、各事業者
が資材を独自で作成するにはリソースに限界があるため、公的機関等が発信している信頼のおける資材へア
クセスし、活用できるように整備をしていくことが必要である。例えば、厚生労働省が提供する「働く女性
の心とからだの応援サイト」は、質の高い教育・啓発資料としてある企業で実際に活用されている。各事業
者は、これらの情報を社内の情報共有システム等を通じて発信するのみならず、研修・セミナーを実施でき
る体制を構築することが望まれる。

▶ 職場の状況に適した効果的な教育・啓発活動の推進を目的とする従業員による情報発信
従業員が自身の健康課題に関する経験を職場で積極的に発信し、教育・啓発活動を行うことで、同僚が健康
課題に対してより親近感を持って考えることができ、正しい理解の促進やスティグマの解消に寄与すると考
えられる。さらに、公的機関等が発信している資材や取り組みだけではカバーすることのできない、職場に
特有のテーマや課題について、教育・啓発活動を推進できることが期待される。一部の企業では、産業保健
師が社内動画クリエイターとなり健康関連のセミナーや動画コンテンツを作成・発信する事例が生まれつつ
ある。ただし、更年期の健康課題は個人差が大きいばかりでなくセンシティブでもあることから、受け取る
側に十分に配慮し、外部の教育コンテンツ発信と適切に組み合わせ、教育・啓発を行う必要がある。

▶ 自治体と事業者の協働による更年期対策支援の最適化と、好事例の横展開　
自治体が、事業者の更年期対策を支援する事例も生まれており、事業者の更年期対策推進のきっかけとなっ
ている。例えば、鳥取県の更年期障がい相談支援センターでは、職場向けに更年期支援の啓発や具体的な事
例紹介を行っている。今後、他の自治体においても、行政や公的医療機関等の公的機関を中心に各地域の更
年期支援の拠点を形成し、その支援の一環として、セミナーの開催等を通じた更年期教育・啓発活動の展開
が期待される。事業者が、自治体の更年期支援を円滑に活用できるように、自治体の更年期支援の拠点と事
業者の連携体制を整備することが求められる。

視点 3　環境
更年期を含む女性の健康課題については、自ら話題にすることへの抵抗感や、周囲が当事者の不調に対して適切に
声をかけることの難しさ等の課題も存在する。そのため、健康課題について正しく理解した上で、更年期症状・障
害を抱える当事者が心身の不調を安心して相談できる組織文化の醸成と、それを支える組織内ルールや制度の変革
が求められる。これらの実現には、教育・啓発と同様に経営層や管理職のリーダーシップ強化が重要であり、さら
にそのようなリーダーシップを後押しする政策や社会全体の更年期への理解・機運を高めていくことが必要である。

▶ 更年期症状・障害に関する教育・啓発を推進する環境作りにおける男性の経営層や管理職のリーダーシップ
組織内での更年期教育・啓発の推進には、経営層や管理職のリーダーシップが不可欠である。現状、係長相
当職以上の管理職の約 8 割が男性を占めており 3、これまでタブー視されてきた女性の更年期における健康課
題のようなテーマへ男性が関わることは、当事者である女性従業員にとって心理的な抵抗感や不安を生む可
能性がある。こうした背景を踏まえ、男性の経営層や管理職は、配慮と理解を示しながら更年期支援に関与し、
包摂的で支持的な社内環境の整備と雰囲気づくりを牽引することが重要である。また、こうした男性リーダー
の活動を支える政策等の社会的支援も併せて進める必要がある。さらに、男性経営層や管理職は男性更年期
に関しても理解を示していくことが求められており、男性従業員への男性更年期に関する教育・啓発にて重
要な役割を果たすことが期待される。

3　 厚 生 労 働 省「 令 和 5 年 度 雇 用 均 等 基 本 調 査 」， 企 業 調 査 結 果 概 要 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/
dl/71-r05/02.pdf （アクセス日：2025 年 3 月 21 日）

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
https://www.pref.tottori.lg.jp/312645.htm
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r05/02.pdf
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r05/02.pdf
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▶ 更年期の健康課題を抱える当事者が社内制度を活用できる風土づくり
• 女性経営層・管理職の教育・啓発と職場の相談役としての役割

社内に当事者が利用できる制度が既に作られていたとしても、女性の健康課題に対する認識や当事者が
安心して話せる環境が整っていないことで、制度の活用を妨げている可能性がある。特に、40 代から
50 代の女性従業員は、性差に基づくスティグマのみならず年齢も加わり、男性に対して女性特有の健
康問題を相談しづらい傾向がある。
このような課題の解決には、女性経営層や管理職が、更年期を含む女性特有の健康課題に関して日常的
に相談役を担うことが期待される。また、女性経営層、管理職の自身の体験の発信は、更年期の症状に
関する理解促進のみならず、更年期に関して安心して話してもよいと感じさせる雰囲気を醸成する職場
のセーフスペースづくり、環境整備にも貢献する。
一方で、女性の経営層や管理職の間でも、本テーマに関する知見が十分とは限らず、自身の経験を客観
的かつ体系的に話すことへの精神的なハードルの存在や、女性の間でも症状にばらつきがあることから
理解が十分でない場合も少なくない。そのため、女性の経営層や管理職に対しては、本人の意向に寄り
添いつつ、優先的かつ重点的にリテラシー向上のための教育・啓発を、外部有識者とも連携しながら実
施していくことが必要である。そして合わせて、現状、相対的にリーダーシップを担う数が多い男性経
営層や管理職に対しても理解を促していくことが必要である。実際に、一部の企業4では、管理職を対象に、
更年期や女性の健康に関する取り組みを行う外部団体が提供するテストの受験・合格の義務化や、社内
ワーキンググループを設置して学習する取り組みを進めている。

• 当事者の思いに配慮した職場での対話アプローチ
更年期症状・障害は、体調不良の原因が更年期であると自覚することが難しく、自覚していても更年期
症状を抱えているという事実を受け入れられない場合もある。そのため、更年期症状・障害が疑われる
従業員に対しては、周囲から積極的な声がけをすることが必ずしも正しいとは限らない。相手の気持ち
に配慮した慎重な言葉選びが求められ、組織内相談窓口の利用や医療機関受診を促す際は十分に配慮す
る必要がある。本人から相談を受けた際に、相談窓口や産業医との面談、または婦人科への受診へ導く
ことができるよう、正しい対処方法を知る管理職や従業員を育成していくことが必要である。

• 女性の健康に関して周囲が触れることへの抵抗感を乗り越えられる職場におけるコミュニケーション方
法の工夫
制度あって活用なしの状況は、「生理休暇制度」に代表される。生理休暇制度が活用に至らない要因は
主に、男性管理職が話題にすることへの抵抗と女性従業員が申請することへの抵抗の 2 点が挙げられる。
この課題への対応策として、一部の企業は生理休暇を F 休暇、ウェルネス休暇といった名称変更と男性
の不妊治療や介護等を含む等制度の適用対象を広げる取り組みも広がりつつあるが、職場でのコミュニ
ケーション方法の工夫も対策として考えられる。
多様性と包摂のテーマに関連したコミュニケーション方法で、女性の健康、更年期対策にも参考になり
うる事例として、ある企業では、障がいをもつ従業員とのコミュニケーションにおいて、自身の障がい
特性を他者へ共有するためのワークシートを作成し、内容を知ってほしい相手に限定して情報を開示す
る取り組みを実施している。このようにワークシートを用いて健康課題を抱える当事者と上司・同僚が
間接的にコミュニケーションし、当事者のニーズや希望に沿って情報開示希望範囲を定める仕組みは、
更年期対策への応用が検討できる可能性がある。

• すべての人が働きやすい環境の整備と利用しやすい制度の構築
女性に限らず、男性や障がいを持つ人を含めたすべての従業員を対象に、健康課題のみならず育児・介
護等の負担に対して理解し、働きやすさを推進する制度とその活用を包括的に推進していくことが重要

4　 本稿では、民間企業のことを指す
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であり、職場環境や組織文化・風土の醸成に寄与する。「女性の健康対策」「女性の更年期対策」のみに
力をいれるのではなく、公平性を持って広く制度構築し、積極的な利用を組織全体で進めることが相互
理解を促し、個別施策の整備・浸透しやすさに繋がる。
実際に、一部の企業では新型コロナウイルスのパンデミックを契機として、男性従業員が育児や介護に
関わる時間が増加し、企業内で育児や家事を支援し合う風土が醸成され、異なる立場や境遇にある人へ
の理解も深まった事例が報告されている。また鳥取県では、男女ともに更年期障害やその疑いがある職
員が取得できる特別休暇制度を創設し、2023 年は、男性 9 人、女性 16 人が利用したという報告もある。
職場全体の理解を高めるためには、このような男女が共に活用できる制度を充実させることも今後の取
り組みとして期待できる。

▶ 経営層の更年期を含む女性の健康対策等の健康経営を推進する政策・考え方
• 国や自治体の政策による健康経営の推進

経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」や「健康経営銘柄」は、経営層に対して健康経営
の重要性を訴求する有効な手段である。特に、2015 年に健康経営銘柄の制度が開始されて以降、経営
層の健康経営への関心が高まっている。また、次世代育成支援対策推進法に基づいた厚生労働省による

「子育てサポート企業」としての認定「くるみん認定」の取得や、東京都による女性活躍・女性登用の
推進に向けたネットワークである「東京女性リーダーズ応援ネットワーク」の共同宣言への賛同は、組
織内外に対して経営層や会社全体が積極的にかかわる姿勢を示し、かつ組織全体の風土改革および社会
の意識を高める上でも効果的である。

• 企業のブランド価値向上における女性の健康対策推進の意義
女性の健康支援体制強化は、企業の対外的な信頼構築と評価に繋がることから、こうした企業のブラン
ド価値向上の視点からも対策を検討していくべきことを経営層や管理職は理解する必要がある。競合他
社の動向を待つのではなく、自社が率先して取り組むことが期待される。
近年、ダイバーシティへの取り組みに対する投資家の関心が高く、人的資本の観点から女性の健康への
取り組みは必須となっている。そのため、内閣官房非財務情報可視化研究会で発表されている人的資本
可視化指針に基づく情報開示の推奨項目に、更年期支援に関する取り組みに関する情報を含めることも
一案である。健康経営と Well-Being 推進の中で、企業が更年期へどのように取り組んでいるかを可視
化し発信することは投資家への企業価値のアピールになる。

• 人材確保や組織成長の実現に向けて健康経営や働きやすい環境の整備に取り組む必要性
近年、就職活動において学生は、働きやすさを重視する傾向にあり、就職を希望する組織の健康経営に
対する取り組みに着目している。特に、健康経営優良法人認定の取得状況や健康経営銘柄への選定、え
るぼし認定の取得やその他女性活躍支援施策の充実度を注目している学生は少なくない。実際にある企
業では、長時間労働の企業文化から採用・人材確保が困難になり、その結果事業継続の危機にまで直面
したことから、職場環境整備に着手し企業文化の変革から人材の安定確保、業績向上に繋がった事例も
ある。優秀な人材の獲得を目指す企業や人手不足に直面する企業にとって、健康経営推進、働きやすい
職場整備は人材確保にとってより一層重要性を増している。
これは都市部の事業場 5 だけでなく、地域の中小規模事業場にとっても同様のことがいえる。さらに、地
域の中小規模事業場は、都市部の大規模事業場に比べて地域により一層根付いている場合が多く、その
地域に住む人が安心して働ける環境が整備されることで、事業場と地域の双方が活性化される。実際に、
休暇制度や雇用形態の多様化、従業員への健康支援強化等女性が働きやすい環境整備を行った地方の小
規模事業場において、女性の離職率が低下し地域からの人材応募が増加したという事例もある。このよ
うに、組織の経済的成長のみならず、地方創生や地域活性化にもつながる可能性がある。

5　一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体　厚生労働省「労働安全衛生法の施行について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1&pageNo=1 （アクセス日：2025 年 3 月 27 日）

https://www.pref.tottori.lg.jp/313307.htm
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_meigara.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
https://hataraku-josei.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/wgkaisai/jinteki/sisin.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/wgkaisai/jinteki/sisin.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1&pageNo=1
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視点 4　産業保健
更年期を含む女性の健康対策は、従来の産業保健が安全確保や労働起因の健康障害予防を主目的としていることか
ら、これまで優先的に対策が検討されることはなかった。しかし、近年の産業保健活動の多様化や健康経営の推進、
女性活躍推進等に伴い、女性の健康支援の取り組みが推進されつつある。今後はさらに、相談窓口の整備、産業保
健の専門家と事業者の連携を通じた労働環境改善、産業保健から医療機関への照会、職場の近隣にある婦人科医リ
ストやマップの作成等、女性の健康支援に対する産業保健の役割が今後さらに期待される。

▶ 産業保健で更年期を含む女性の健康対策を強化する意義
産業保健活動の主な目的は、労働条件と労働環境に関連する健康障害の予防と、労働者の健康の保持増進、
ならびに福祉の向上に寄与することである 6。産業保健活動が開始されて以降、重視されてきた過重労働対策
や労働災害防止対策のみならず、近年では多様化する課題やニーズの変化に伴い、職業起因のメンタルヘル
ス対策および健康診断結果に基づく生活習慣改善のための保健指導や事後措置等、産業保健の役割が拡大し
てきている 7。更年期を含む女性の健康課題への対策については、これまで産業保健における優先度は低く、
乳がん検診等女性特有のがん検診項目に対する補助を付与するといったあくまで各組織における福利厚生の
一環として限定的に制度が検討なされてきた。しかし近年、女性活躍推進に伴い、女性の健康対策が従業員
の活力の向上、そしてプレゼンティーズムの改善や生産性向上の基盤になるという認識が広まり、健康経営
においても女性の健康促進への機運が高まっている。更年期は症状が多岐に渡り、自身が更年期と自覚し医
療機関にアクセスすることが難しい特性があるため、労働環境の改善やメンタルヘルス対策等と合わせて産
業保健活動の中で早期発見し医療機関へ確実につなげていくことが求められる。更年期の健康課題に関する
議論を、健診を含めた産業保健の文脈でも取り上げ、一体的な支援の在り方が今後検討されるべきである。

▶ 当事者への支援体制の強化
• 職場内の相談環境整備の工夫

産業医や産業看護職 8 による相談窓口は、従業員が気軽に相談できるよう物理的かつ心理的に安心できる
環境に整えることが重要である。従業員の相談を真摯に受け止め、専門医への受診勧奨やその後のフォ
ローアップを提供する等、健康改善への具体的な道筋を示すことが求められる。

• 産業医や産業看護職等の産業保健チームと人事・総務部門の連携の強化による支援体制の充実
産業保健領域では、一般的に産業医、産業看護職、心理職、衛生管理者等多様な専門家が産業保健チー
ムとして連携することが望ましいとされており、更年期対策も例外ではない。更年期による不調を抱え
ている従業員をいち早く適切に支援へつなげるために、人事・総務部門も産業保健チームの一員として、
更年期に関する情報や専門知識の共有、連携方法の整備を共に行うことが重要である。例えば、上述し
た従業員への相談窓口の設置等を通じた個別支援の積み重ねを、事業者と連携して対策に生かしていく
必要がある。相談窓口に寄せられた意見を産業保健内に留めるのではなく、個人情報取り扱いルールを
順守・配慮の上、人事・総務部門と連携し、業務調整や環境整備の在り方を検討する材料として情報を
活用し、支援体制を構築する等対応が望まれる。とりわけ、産業医が常駐していない組織においては、
日常の相談事項が産業看護職、人事部や総務部に寄せられることも多い。そのため、従業員の健康課題
に早期に対処できるよう、相談を受ける人が誰であったとしても、適切に専門性を持つ人へつなげ、適
時的な介入ができるような仕組みづくりが必要である。また、集約された意見や課題を適切に経営層へ
連携し、課題認識を促し、効果的なトップダウンアプローチへつなげることも必要である。

6　日本産業衛生学会「産業保健専門職の倫理指針」https://www.sanei.or.jp/oh/guideline/index.html （アクセス日：
2025 年 3 月 21 日）

7　厚生労働省「産業保健の現状と課題に関する参考資料」，第 1 回 産業保健のあり方に関する検討会 https://www.
mhlw.go.jp/content/11201250/001001488.pdf （アクセス日：2025 年 3 月 21 日）

8　 本稿では、日本産業看護学会の「産業看護」の定義に基づき、産業保健における看護専門職（産業保健師、産業看護師）
を総称して「産業看護職」と記す。日本産業看護学会「産業看護の定義」https://www.jaohn.com/defi nition （アク
セス日：2025 年 3 月 21 日）

https://www.sanei.or.jp/oh/guideline/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001001488.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001001488.pdf
https://www.jaohn.com/definition
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• 更年期診療を行っている婦人科医リストやマップの作成および周知
当事者が産業医・産業看護職等に相談しても、医療機関受診に繋がりにくい課題もある。産婦人科医の
中でも更年期に関する診療を専門としている医師が少ないことから、産業保健が紹介先に困るという状
況も少なくない。
そのため、産業医や産業看護職が更年期診療を行っているクリニックを適切に紹介できるよう、婦人科
医リストや周辺地域のクリニックを表記したマップの作成および周知が必要である。現在、日本女性医
学学会が、都道府県別女性ヘルスケア専門医リストを、また公益社団法人メノポーズ協会が都道府県別
更年期外来リストを作成していることからこれらの情報も、活用されるべきである。ある企業では、近
隣のクリニック情報を口コミ付きで掲載した「病院相談マップ」を独自に作成し、より従業員が医療機
関へアクセスしやすい仕組みを作っている。

視点 5　地域・社会
更年期女性の健康課題は、産業保健や事業者だけでなく世代を超えて、地域、社会全体の課題として取り組むべき
である。学校教育で更年期に関する学習の機会を提供し、地域でのセミナーで発信する等、子どもから大人までリ
テラシー向上へ寄与する取り組みも望まれる。また、地域保健と職域保健で保健事業を共同実施する「地域・職域
連携」の枠組みを更年期対策でも最大限活用することで、被保険者と被扶養者双方を包括した効果的な支援体制の
構築が期待できる。また、中小規模組織で限られた社内リソースを補うためには、地域医療機関との連携体制を構
築し、社内啓発や従業員の医療受診接続等、円滑かつ効率的な対応が実現できる。これは更年期対策のみならず、
女性の生涯を通じた健康支援の基盤となることが期待される。

▶ 地域・社会全体の取り組みとして全世代へ更年期に関する知識や理解を広げる意義
日本では約 230 万人が更年期障害を抱えている 9 と考えられており、職場の上司や部下だけでなく、身近な
家族や友人等に更年期世代の女性がいることを踏まえると、更年期の課題は多くの人にとって身近にある。
英国では、中学校（ミドルスクール）で更年期に関する学習の機会が提供されている。労働世代への教育・
啓発のみならず、若い世代へも学習機会を提供することで、更年期への理解や認識がより社会全体に広がる
ことが見込まれる。

▶ 事業者、医療機関、保険者等、地域一体となった女性の健康・更年期への取り組み
女性の健康への取り組みは、地域医療機関と中小規模組織が連携して実施する価値がある。例えば、ある中
小企業では、地域の大病院が月に 1 回無料で開催する健康セミナーに従業員を業務時間内で派遣し、参加者
が社内でセミナー内容を共有することで情報収集と地域連携を同時に進めている。従業員がこのようなセミ
ナーや市民公開講座に業務の一環として参加することで、従業員のヘルスリテラシーが向上し、企業の生産
性向上に繋がる好循環が期待できる。さらに、地域の医師が講師を務めることで、将来的に従業員の健康相
談や診療の紹介先として、医療機関と組織との顔が見える関係構築が見込まれる。
地域・職域連携推進協議会を中心に、地域保健と職域保健がこれまでそれぞれで蓄積してきた知見を相互に
参照し合い、地域の実情を踏まえた対策を推進するための枠組みである「地域・職域連携」を活用する 10 ことで、
被保険者のみならず被扶養者も含めて労働世代の女性全体の健康支援を効果的に推進できることが期待でき
る。これを通じて、地域と職場が一体となって、医療から保健サービスまでの切れ目のない支援体制を構築
することが可能となる。特に、中小規模事業場等、その事業場単体での対策が困難な場合や、従業員に支援
対象者が少ない場合でも、地域の行政と連携して女性の健康に関する健康教育や、更年期の健康相談、更年
期症状・障害に関する情報を共有することで、対策コストを抑制しながら、地域のリソースを活用して効率
的に保健事業が展開できる。

9　日本医療政策機構 https://hgpi.org/events/dmb-wh-20241210.html （アクセス日：2025 年 3 月 21 日）
10　厚生労働省「地域・職域連携推進ガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/

pdf_chiikishokuikiguideline.pdf （アクセス日：2025 年 4 月 8 日）

https://www.jmwh.jp/n-kinrin-kanto.html
https://www.meno-sg.net/map/
https://www.meno-sg.net/map/
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/index.html
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/index.html
https://hgpi.org/events/dmb-wh-20241210.html
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_chiikishokuikiguideline.pdf
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_chiikishokuikiguideline.pdf
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